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令和７年度補正 品目団体等の輸出力強化事業 事務局（重要市場の商流維持・拡大緊急対策事業）

Ⅰ.アカウントとログイン
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Jグランツのアカウント設定等に関するお問い合わせは、事務局では回答できません。
Jグランツのお問い合わせ先に直接ご連絡ください。

よくある質問 https://gbiz-id.go.jp/top/faq/faq.html

問い合わせ先 https://gbiz-id.go.jp/top/contact/contact.html
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令和７年度補正 品目団体等の輸出力強化事業 事務局（重要市場の商流維持・拡大緊急対策事業）

• Jグランツをご利用いただくにはGビズIDの「GビズIDプライムアカウント」または「GビズIDメンバーア

カウント」の取得が必要です。
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1．事業者アカウントの準備

a. GビズIDとは

• GビズIDとは、企業から国への申請に関わる複数の行政サービスを、ひとつのアカウントでの利用を可能とする認

証システムです。

•  GビズIDのアカウントを取得することで、Jグランツだけではなく、社会保険手続きの電子申請や中小企業向けの支

援サイトのご利用等、複数の行政サービスを利用できます。

b.  取得いただくアカウント

名称 利用可否 概要

GビズIDプライム
アカウント 

〇
✓ 印鑑証明書等をご提出いただき、書類審査（確認）を行って作成されるアカウントです。
※マイナンバーカードを用いたオンライン申請も可能となっています。

✓ Jグランツのすべてのサービスがご利用いただけます。

GビズIDメンバー
アカウント

〇

✓ GビズIDプライムのアカウントを取得した組織・団体の従業員用として作成できるアカウン
トです。

✓ 即日発行できますが、携帯電話による本人確認が必要となります。
✓ Jグランツのすべてのサービスがご利用いただけます。

GビズIDエントリー
アカウント

×

✓ 即日発行ができ、携帯電話による本人確認が不要なアカウントです。
✓ こちらのアカウントではJグランツはご利用できません。
（※デモ環境、検証環境での事務局ユーザテスト利用においては便宜上エントリーを利用可能
としています。事業者が実際に申請を行う本番環境では、エントリーは利用できません。）
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• GビズIDのアカウントは「法人代表者」もしくは「個人事業主」の2種類しかなく、任意団体としてはアカウ
ント取得はできません。

• 法人格のない任意団体の方が申請する場合、「個人事業主」のアカウントを選択し、アカウントを発行して
ください。

• なお、個人事業主アカウントは「任意団体の代表者の方」のアカウントでお願いします。事務担当者等から
のアカウントからの申請は受け付けることはできません。
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1．事業者アカウントの準備

アカウント申請URL

https://gbiz-id.go.jp/top/apply/prime_representative.html
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• 本番環境へのログインは、以下の流れで行います。

【注意！】以降の手順は事業者の本番環境の手順です。
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2．事業者専用画面へのログイン –ログインの流れ–

ログインまでの流れ

GビズID アカウント取得（初回のみ）

GビズID

（法人共通

認証基盤）

のサイトに

てアカウン

トを作成

GビズID（法人共通認証基盤）のサ

イトにてGビズID プライムアカウン

トを持つ代表者にメンバーアカウ

ントを作成してもらう

GビズID メンバーアカウントにて

アカウント情報登録手続きを実施

GビズID プライムアカウントを持つ

代表者にメンバーアカウントの

利用可能サービスの設定を

してもらう

GビズID メンバーGビズID プライム

Jグランツにログイン

Jグランツ上の「ログイ

ン」ボタンを押下しま

す。

GビズIDでの認証

（二要素認証）

GビズIDに遷移します。

登録したメールアドレ

スに送信されてきた

コードを入力/専用アプ

リにて認証を行います。

ログイン

完了

注意：プライムアカウント

からメンバーアカウントご

とにJグランツ利用を可能と

する設定が必要です。



令和７年度補正 品目団体等の輸出力強化事業 事務局（重要市場の商流維持・拡大緊急対策事業）

• Jグランツには以下のようにログインしてください。
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2．事業者専用画面へのログイン 

a. GビズIDとは
法人版マイナンバーである法人番号を活用し、1つのID・パスワードで様々な法人向け行政サービスにログインできるサービスです。今

後、補助金手続だけでなく、申請や届出等の手続でも同一のIDとパスワードで手続が行えるようになる予定です。

b. Jグランツに必要なアカウントの種類
GビズIDには3種類のアカウントがありますが、補助金の電子申請を行う場合は、「GビズIDプライム」または「GビズIDメンバー」のアカ

ウントが必要です。

⚫ GビズIDプライム

書類郵送申請もしくはオンライン申請で発行可能である、法人代表者もしくは個人事業主のアカウント。

⚫ GビズIDメンバー

組織の従業員用のアカウントとして、GビズIDプライムの利用者が自身のマイページで作成するアカウント。GビズIDプライムが 許

可したサービスのみ利用できる。

※GビズIDエントリーではログインできません。

※GビズIDメンバーは代表者がGビズIDプライムを持っていることが前提です。

※任意団体の場合は、代表者が「個人事業主」としてGビズIDプライムアカウントを発行してください。

c. GビズIDの申請
GビズIDへの登録は下記のURLから実施してください。

https://gbiz-id.go.jp/top/

マニュアルは、https://gbiz-id.go.jp/top/manual/manual.html

※GビズIDの発行にお時間を要する可能性があるため、申請期日に対して余裕を持って事前登録いただくようお願いします。GビズIDの発

行が間に合わないことに伴う申請期日の猶予は想定してございませんので、ご注意ください。

https://gbiz-id.go.jp/top/
https://gbiz-id.go.jp/top/
https://gbiz-id.go.jp/top/
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• Jグランツには以下のようにログインしてください。

※GビズIDでログインしていた場合、Jグランツでは自動的にログインが実施されます。（GビズIDでログインし
ていない または ブラウザがFireFoxの場合は以下の手順を実施する必要があります。）

※Jグランツではタイムアウトは設けていませんが、仕様上ログインしてから3時間が経過した後ボタン押下等の
操作を行うとログイン画面に戻ります。また、ブラウザのキャッシュクリア等を行った場合もログアウトされま
すので、ご注意ください。
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2．事業者専用画面へのログイン –ログインの手順– 

手順①

トップページから画面右上の
「ログイン」ボタンを押下しま
す。

手順②

ログイン画面の「GビズIDでログ
インする」ボタンを押下します。

手順③

アカウントID、パスワードを入力
して「ログイン」ボタンを押下
します。
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• Jグランツには以下のようにログインしてください。

※登録したメールアドレスにワンタイムパスワードが連携されます。GビズIDプライムの所有者とログイン担当
者が異なる場合、都度連携をとる必要が生じますので、従業員用アカウントであるGビズIDメンバーの発行を推
奨いたします。
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2．事業者専用画面へのログイン –ログインの手順–

手順④

ワンタイムパスワード認証を行います。

手順⑤

ログインが完了するとホーム画面が表
示されます。
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• GビズIDメンバーアカウントがJグランツをご利用いただくためには、アカウント発行後にGビズIDプライム
アカウントが利用設定を行う必要があります。
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2．事業者専用画面へのログイン –メンバーアカウントの利用設定–

手順①

GビズIDプライムアカウントでGビズIDにログインし、 画
面左側のメニューから「メンバー管理」を押下します。G
ビズIDメンバー一覧ページが開きますので、Jグランツの
利用設定を行いたいメンバーアカウントのメールアドレ
スを押下します。

手順②

GビズIDメンバー確認ページが開きますので、画面
下部のボタンから、「利用可能なサービス一覧」
を押下します。



令和７年度補正 品目団体等の輸出力強化事業 事務局（重要市場の商流維持・拡大緊急対策事業）

• GビズIDメンバーアカウントがJグランツをご利用いただくためには、アカウント発行後にGビズIDプライム
アカウントが利用設定を行う必要があります。
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2．事業者専用画面へのログイン –メンバーアカウントの利用設定–

手順③

利用可能なサービス一覧ページで、Jグランツに
チェックをつけ、保存ボタンを押下します。

※GビズIDメンバーでうまくログインできない場合

✓ プライムアカウントを持つ代表者においてメン
バーアカウント利用可能サービスにJグランツを
設定する操作が必要です。

✓ 以下のGビズIDマニュアルをご参照のうえプライ
ムのアカウントから設定ください。

https://gbiz-id.go.jp 「トップページ」→「マニュア
ル」→「利用者向けマニュアル」から、「GビズID
クイックマニュアルGビズIDメンバー編」を参照
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• 最初にログアウトを行う際は、ポップアップの許可を行う必要があります。

※下記の操作を行わない場合、正常にJグランツからログアウトができていない状態となります。
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2．事業者専用画面へのログイン –初回ログアウト–

手順①

ユーザー名から、ログアウトを押下します。
手順②

ポップアップがブロックされました、という表示
がでるため、ポップアップブロックマークを押下
します。初期設定では「ブロックする」になって
いるため、「ポップアップとリダイレクトを常に
許可する」を選択します。
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• 【補足】ポップアップの許可を行うと、2回目以降のログアウト時は、別のタブでGビズIDのログアウトペー
ジが表示されます。
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2．事業者専用画面へのログイン –初回ログアウト–
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• 自社情報（アカウント情報）を管理、更新することができます。

• 同一事業者であればGビズIDプライムアカウントからもGビズIDメンバーアカウントからも同一の情報が参照
できます。
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3．自社情報の確認 –機能概略–

◼ GビズIDの登録内容

➔自社の口座情報をあらかじめ登録しておくと、概
算払請求や精算払請求の申請の入力時に引用可能
となるため、口座情報を都度入力する必要がなく
なり便利です。



令和７年度補正 品目団体等の輸出力強化事業 事務局（重要市場の商流維持・拡大緊急対策事業）

• 自社情報（アカウント情報）を管理、更新することができます。

• 同一事業者であればGビズIDプライムアカウントからもGビズIDメンバーアカウントからも同一の情報が参照
できます。
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3．自社情報の確認 –機能概略–

◼ 口座情報の追加・変更

➔補助金の申請に利用する口座情報の登録・編集・
削除が可能です。補助金を受け取るための口座情
報をあらかじめ登録しておくことで、概算払請求
や精算払請求の申請時の入力が円滑になり便利で
す。
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3．自社情報の確認 –参照方法–

【補足】

自社情報の確認・編集画面への遷移方法については、
記載の手順に加え、トップページ内「自社情報の登
録・更新について」欄に掲載されている「自社情報
の登録・更新ページはこちら」のリンクを押下する
ことでも、当該画面へ遷移することが可能です。

手順①

トップページの右上にあるログイン中のアカウント名の
右にある「▼」ボタンを押下し、「自社情報の確認・編
集」ボタンを押下します。
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3．自社情報の確認 –参照方法–

手順②

自社情報の確認・編集画面から登録された口座情報が確認できます。また、こちらの画面より
口座情報の追加・変更・削除も可能です。
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3．自社情報の確認 –参照方法–
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3．自社情報の確認 –参照方法–

登録済みの口座情報を削除するかどうかを確認す
るポップアップが表示されます。内容を確認し、
「OK」ボタンを押下すると、口座を削除した旨の
ダイアログが表示されます。
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• ミラサポplusに登録している場合は、ミラサポplusの情報を連携することができます。

19

3．自社情報の確認 –ミラサポplusからの情報取得–

手順①

トップページの右上にあるログイン中のアカウント名の右にある「▼」ボタンを押下し、「自社情報の
確認・編集」ボタンを押下します。またはトップページ内「自社情報の登録・更新について」欄に掲載
されている「自社情報の登録・更新ページはこちら」のリンクからも遷移可能です。

➔  ミラサポplus入力情報から、以下の項目の情報を取得すること
が可能です。

代表者役職、設立年月日、決算年月日、流動資産、流動負債、
自己資本、総資本、売上高、原価、流動比率、自己資本比率、
粗利益、労働生産性
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• ミラサポplusに登録している場合は、ミラサポplusの情報を連携することができます。
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3．自社情報の確認 –ミラサポplusからの情報取得–

手順②

「最新情報を取得する」ボタンを押下しま
す。

手順③

確認画面が表示されるので、「OK」ボタンを押下します。

※ミラサポplusに未登録の場合や、登録済であっても連携する
データがない場合は、エラーが表示されます。



令和７年度補正 品目団体等の輸出力強化事業 事務局（重要市場の商流維持・拡大緊急対策事業）

• ミラサポplusに登録している場合は、ミラサポplusの情報を連携することができます。
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3．自社情報の確認 –ミラサポplusからの情報取得–

手順④

「最新情報を取得する」ボタンを押下します。
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• マイページでは申請を行った事業を一覧で確認することができます。
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4．マイページと事業情報の確認



令和７年度補正 品目団体等の輸出力強化事業 事務局（重要市場の商流維持・拡大緊急対策事業）

• 「申請した事業を検索」では、事業名や手続き名、事業日などで絞り込んで検索することができます。
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4．マイページと事業情報の確認

【補足】

✓ 「事業名」と「補助金名」など複数の項目を
入力して検索することができます。

✓ 1つの項目に複数のキーワードを入れて検索す
ることはできません。

（例：「事業」の項目で、［起業 支援］等で検
索することはできません。

✓ 事業詳細画面から「一覧に戻る」ボタンで当
画面へ戻る際、検索条件が保持されます。

※ブラウザの戻る機能では保持されません。
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• 「申請履歴」では、申請した事業の一覧が表示されます。
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4．マイページと事業情報の確認

【補足】

✓ 申請した事業が、申請日の新しい順に20件ずつ表示
されます。

✓ 一覧のタイトル行を選択すると、選択した項目で
ソートできます。
再度選択すると、昇順/降順を切り替えられます。

画像はイメージです
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• マイページの申請履歴にて「事業」を押下すると、申請した事業の「事業詳細画面」が表示されます。

25

4．マイページと事業情報の確認

画像はイメージです
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Ⅱ.公募・交付申請

26



令和７年度補正 品目団体等の輸出力強化事業 事務局（重要市場の商流維持・拡大緊急対策事業）

• 申請したい補助金を、Jグランツに登録されている補助金の一覧から検索できます。

• 検索結果から補助金の申請情報を入力し、申請をすることができます。

（はじめに）申請の流れ

① 申請したい補助金を探す

27

重要市場事業



令和７年度補正 品目団体等の輸出力強化事業 事務局（重要市場の商流維持・拡大緊急対策事業）

• 申請したい補助金を、Jグランツに登録されている補助金の一覧から検索できます。

• 検索結果から補助金の申請情報を入力し、申請をすることができます。

（はじめに）申請の流れ

② 補助金の内容を確認する 

28



令和７年度補正 品目団体等の輸出力強化事業 事務局（重要市場の商流維持・拡大緊急対策事業）

• 申請したい補助金を、Jグランツに登録されている補助金の一覧から検索できます。

• 検索結果から補助金の申請情報を入力し、申請をすることができます。

（はじめに）申請の流れ

③ 補助金の申請をする 

ここから先はGビズIDでのログイン後のみ操作可

29



令和７年度補正 品目団体等の輸出力強化事業 事務局（重要市場の商流維持・拡大緊急対策事業）

• 申請の流れは以下のとおりです。

（はじめに）申請の流れとステータス

事業者 事務局

下書き中

申請済み

申請不備等がな
いか

申請済み

差戻し対応中

審査中

なし
あり

申請内容を修正し「申請す
る」を押下します。申請済
みに戻ります。

まだ申請されていません。申請内容を編集できます。

一時保存も可能です。

申請が完了しています。申請内容の修正や取消はできません。

30



令和７年度補正 品目団体等の輸出力強化事業 事務局（重要市場の商流維持・拡大緊急対策事業）

• 申請の流れは以下のとおりです。

（はじめに）申請の流れとステータス

ステータス名 ステータスの説明

下書き中
申請画面で「一時保存する」ボタンを押下した後の状態です。 「下書き
中」の場合のみ、申請情報を削除することができます。

申請済み 申請画面で「申請する」ボタンを押下した後の状態です。

差戻し対応中 申請内容が事務局から差戻しをされた後の状態です。

棄却済み 申請内容が事務局に棄却された後の状態です。

通知済み 採択・不採択通知以外の通知が発出された後の状態です。

採択通知済み 申請内容が事務局に採択され、採択通知が発出された後の状態です。

不採択通知済み 申請内容が、事務局に不採択され、不採択通知が発出された後の状態です。

◼ ステータス一覧

※ステータスが「下書き中」以外の申請データは削除できません。

31



令和７年度補正 品目団体等の輸出力強化事業 事務局（重要市場の商流維持・拡大緊急対策事業）

1．公募申請-入力項目-

32

【記入例】
①法人（※プルダウン）
②1234△△△△○○○○
③株式会社〇〇〇
④カブシキガイシャ〇〇〇
⑤〒123-△△△△
⑥〇〇県
⑦△△市〇〇町
⑧1丁目2番△号
⑨〇〇ビル 〇階
⑩〇〇部 部長
⑪山田
⑫〇〇
⑬ヤマダ
⑭〇〇
⑮03-XXXX-△△△△
⑯20△△年△月△日（※カレンダー）
⑰20△△/△/△

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰ ※詳細はJグランツ入力シート参照
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1．公募申請-入力項目-

33

【記入例】
①〒123-△△△△
②〇〇県（※プルダウン）
③△△市〇〇町
④1丁目2番△号
⑤〇〇ビル〇階
⑥〇〇部
⑦部長
⑧佐藤
⑨〇〇
⑩サトウ
⑪〇〇
⑫03-XXXX-△△△△
⑬sample_00@example.co.jp
（※不明点や修正箇所が生じた場合や採択通知等
の事務局からの連絡が、こちらに登録いただいた
宛先に届きます。）

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

※詳細はJグランツ入力シート参照

mailto:sample_00@example.co.jp
mailto:sample_00@example.co.jp
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1．公募申請-入力項目-

34

【記入例】
① 高級志向の新商品Ｊの開発に向けたテストマーケティング及び
量産販売

② 高付加価値化（※プルダウン）
③ 品目Ａ、Ｂ国Ｃ州
④ 既存商流（メーカーＤ社→ディストリビューターＥ社→小売店
Ｆ社）においては、Ｇ国競合品との競争が近年激化し、直近２
年の販売実績（金額）が１割程度減少している。なぜ自社の製
品Ｈから他国製品Ⅰに切り替えたのかディストリビューターＥ
社に聞いたところ、近年の消費者は高級志向であり、他国製品
Ⅰの方が品質が良く、見た目の高級感もあるとのことだった。

⑤ 現在、ディストリビューターＥ社に卸している自社の製品Ｈは、
手ごろな価格で手に取りやすいことが特徴であったが、上記の
要望を踏まえ、他国製品Ⅰよりも高品質で高級感のある商品Ｊ
の開発に向けたテストマーケティング及び量産販売を行う。

⑥ ア.商品Ｊの開発現地
ニーズを踏まえ、品質・外観で差別化した輸出専用の新商
品Ｊを試作する。有機原料のみを使用し、安全性・高品質
と和紙パッケージによる日本らしさを訴求する。

⑦ イ.テストマーケティングの実施
小売店Ｆ社でテストマーケティングを行い、アンケートに
より価格受容性や品質・外観評価、購買意向を把握する。

⑧ ウ.分析及び商品改良
結果を分析し、味・品質・価格・デザインの改善を行う。

⑨ エ.量産販売及び商流拡大に向けた取組
成果を基にＥ社と量産販売を協議し、商流への組み込みと
供給体制を構築する。

①

②

③

④

⑤

⑥

※詳細はJグランツ入力シート参照
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1．公募申請-入力項目-

35

【記入例】
① ア テストマーケティング実施期間中において、商品Ｊの月間売上額が商品Ｈに
比べて20％以上増加
イ アンケートにおいて「高品質」「高級感がある」と回答した割合が70％以上
ウ ディストリビューターＥ社との商談において、量産販売に向けた継続取扱い
の合意を得るとともに、目標売上高を〇〇万円とする数値目標を設定する。

② 従来の商品Ｈに加え、現地消費者の高級志向に対応した商品Ｊを投入することで、
他国製品Ⅰと同等の高価格帯に位置づけつつ、安全性、信頼性、日本産としての
ストーリー性で差別化を図る。品質及び外観・パッケージによる高級感の訴求は、
Ｅ社およびＦ社が指摘する消費者ニーズに合致し、販売減少への対応につながる。
その結果、既存商流での取扱継続と販売金額の回復が見込まれ、現状課題の解決
に資する。

③ 拡大に資する（※プルダウン）
④ 来年度は高所得者の多いＫ国の〇〇展示会（９月開催）に参加予定であり、開発
した商品Ｊを売り込む予定であるため、当該取組により得られた成果（商品Ｊ）
は、事業実施期間終了後も商流の拡大に資する。

⑤ 商品Ｊのパッケージに〇〇品目団体の〇〇ロゴマークを表示することで、現地市
場における〇〇品目団体の認知度向上を図るとともに、日本産〇〇の統一的なブ
ランド発信を行い、認定品目団体がオールジャパンとして取り組む輸出力強化に
資する。（※任意）

⑥ 自社製品Ｈと他国製品Ⅰは海外市場で競合し、近年は他国製品への切替により
シェアが低下していたが、商品Ｊの投入により海外競合製品から日本産品への置
き換えが可能となる。日本産品同士の競合ではなく、海外製品の需要を取り込む
ことで、日本全体の輸出額増加に着実に寄与するものである。（※任意）

⑦ 商品Ｊの開発では、令和〇年度農林水産省〇〇事業を活用し、国内でテストマー
ケティングを実施した実績がある。補助金執行の実務知見に加え、テストマーケ
ティング手法や販売結果、消費者評価の分析ノウハウを蓄積しており、本取組で
はこれらを活かし、既存商流関係者と連携して試験販売から量産販売までを円滑
に実施する。（※任意）

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

※詳細はJグランツ入力シート参照
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1．公募申請-入力項目-

36

公募要領必須要件への適合確認
のご確認をお願いします

任意追加項目に該当する場合、
チェックをお願いします。

※詳細はJグランツ入力シート参照
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1．公募申請-入力項目-

37

提出書類を確認し、提出が必要な書
類をアップロードしてください

※詳細はJグランツ入力シート参照
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1．公募申請-入力項目-

連携先の添付ファイルを選択し
て添付してください
（※連携先が4社以上となる場合
は、「その他添付資料」へ連携
策毎にZipファイル化し、アップ
ロードしてください。）

その他のファイルはこちらに添
付してください

※詳細はJグランツ入力シート参照
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1．公募申請-入力項目-

不備、採択等の通知先を追加
で10件登録可能です。

プライバシーポリシーをご確
認いただき、同意をお願いし
ます。

※詳細はJグランツ入力シート参照
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• 申請が完了すると、メールが送付されます。

1．公募申請

※事業者のJグランツログインメールアドレス及び担当者メールアドレ
ス宛てにメールが送付されます。「担当者メールアドレス」が空欄の
場合は、ログインメールアドレス宛てのみに送付されます。申請
フォーム項目の「担当者メールアドレス」を削除されたり、「必須」
チェックを外されないようご注意ください。

⚫ 申請画面最下部にある、追加通知先メールアドレス
セクションに追加されたメールアドレスには、以下
のメールが送付されます。

40
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• 一時保存した申請内容を、編集する際の方法をご紹介します。

1．公募申請

参考

一時保存したデータを再編集する場合はマイページから事業名を押下してください。

画像はイメージです

41



令和７年度補正 品目団体等の輸出力強化事業 事務局（重要市場の商流維持・拡大緊急対策事業）

• マイページから申請した事業の申請状況を確認できます。

2．差戻し時の修正対応 -ステータスの確認-

画像はイメージです

42



令和７年度補正 品目団体等の輸出力強化事業 事務局（重要市場の商流維持・拡大緊急対策事業）

• マイページから申請した事業の申請状況を確認できます。

2．差戻し時の修正対応 -ステータスの確認-

【補足】

⚫ 申請ステータスの一覧は「Ⅱ.公募・交付申請（はじめに）-申請の流れと
ステータス-」に記載しています。

⚫ 以降の差戻し時の修正対応手順は、事業者本人が申請した場合の手順で
す。

画像はイメージです
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• 申請内容に不備があると、事務局から差戻しがある場合があります。事務局のコメントがある場合は確認し、
修正後に再申請を行ってください。

2．差戻し時の修正対応

P.50

はじめに

事務局より差戻しがあった場合は、事業申請時に
「担当者メールアドレス」欄、追加通知先メール
アドレスセクションに記載されたメールアドレス
に通知メールが届きます。

手順①

メール内のURLを押下し、事業者サイトにログイン
します。

44



令和７年度補正 品目団体等の輸出力強化事業 事務局（重要市場の商流維持・拡大緊急対策事業）

• 申請内容に不備があると、事務局から差戻しがある場合があります。事務局のコメントがある場合は確認し、
修正後に再申請を行ってください。

2．差戻し時の修正対応

手順②

申請フォーム画面が表示されますので、差戻しコメントがある場合はそちらに従い、必要に応じて修正を
行います。編集した内容を確認し、「申請する」を押下します。
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令和７年度補正 品目団体等の輸出力強化事業 事務局（重要市場の商流維持・拡大緊急対策事業）

• 申請内容に不備があると、事務局から差戻しがある場合があります。事務局のコメントがある場合は確認し、
修正後に再申請を行ってください。

2．差戻し時の修正対応

手順③

「申請する」ボタンを押下すると確認を促す画面が表示されます。入力内容に誤りが無いことを確認後、
「申請する」ボタンを押下してください。
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• マイページから、審査結果の確認を行います。

3．審査結果の確認

はじめに

事務局より結果の通知があった場合は、事業申請
時に「担当者メールアドレス」欄、追加通知先
メールアドレスセクションに記載されたメールア
ドレスに通知メールが届きます。

※下記は採択通知済みの通知メール文面 (追加通知
先メールにつきましてP.45をご確認ください。)

手順①

メールに記載されたURLを押下し、ログインをしま
す。

P.50

47
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• マイページから、審査結果の確認を行います。

3．審査結果の確認

手順②

提出済みの申請から、通知文書（文面）の「文面表示」を押下し、通知内容を確認します。

◼ 通知文書の一例

申請状況には以下いずれかの審査結果が表示されます。

• 採択通知済み…申請が採択された場合

• 不採択通知済み…申請が不採択の場合

• 通知済み…採択、不採択に関係なく通知される場合

• 棄却済み…申請が棄却された場合

画像はイメージです
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Ver 日付 区分 更新内容 備考

1.0 2026年2月13日 新規作成 ―

49

更新履歴
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